
最高裁秘書第863号

令和3年3月30日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 ↓I

司法行政文書開示通知書

令和3年3月1 1日付け（同月15日受付，第021050号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1） 「岡山家庭裁判所裁判官会議規則の一部を改正する規則」 （令和2年岡山家

庭裁判所規則第1号） （片面で4枚）

（2） 「岡山家庭裁判所裁判官会議常任委員会規則を廃止する規則」 （令和2年岡

山家庭裁判所規則第2号） （片面で1枚）

（3） 「福岡地方裁判所裁判官会議規則の一部を改正する規則」 （令和2年福岡地

方裁判所規則第1号） （片面で2枚）

2 開示の実施方法等

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



る
○

◎
岡
山
家
庭
裁
判
所
規
則
第
一
号

４
第
十
四
条
を
削
り
、
第
十
五
条
中
「
裁
判
官
会
議
」
の
下
に
「
及
び
常
任
委
員
会
」
を
加
え
、
「
議
長
」
の
下
に

３
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
勤
務
裁
判
所
の
指
定
に
関
す
る
事
項
（
」
の
下
に
「
併
任
の
発
令
及
び
解
除
並
び

２
第
九
条
中
第
二
項
を
削
る
。

１
第
五
条
中
第
二
項
の
項
番
号
と
し
て
２
を
加
え
、
第
三
項
の
項
番
号
と
し
て
３
を
加
え
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

岡
山
家
庭
裁
判
所
裁
判
官
会
議
規
則
（
平
成
十
五
年
岡
山
家
庭
裁
判
所
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

に
」
を
加
え
る
。

岡
山
家
庭
裁
判
所
裁
判
官
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

岡
山
家
庭
裁
判
所
裁
判
官
会
議
規
則
の
一
・
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
家
庭
裁

判

所



加
え
る
。

「
又
は
委
員
長
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
よ
う
に

第
十
四
条

23 へ

常
任
委

一
一
一四度

、
補
欠
選
挙
を
行
う
も
の
と
し
、
後
任
者
の
任
期
は
、

一
一し

、
そ
の
任
期
は
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
同
委
員
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
都

－

第
一
項
各
号
の
委
員
に
差
し
支
え
が
あ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法
行
政
事
務
を
代
理
す
る
裁
判
官

前
項
第
四
号
の
委
員
は
、

前
三
号
に

各
支
部
長

本
庁
の
上
席
裁
判
官

所
長 巨

貝
今
云
の

常
任
委
員

該
当
し
な

構
成
等会

は
、

…

い

第 次
の
委
員
を
も
っ
て
組
織
し
、
所
長
が
委
員
長
と
な
り
会
務
を
総
括
す
る
。

当
該
有
資
格
者
間
に
お
い
て
無
記
名
投
票
の
方
法
に
よ
り
互
選
す
る
も
の
と

一
一

条
に
規
定
す
る
判
事
の
互
選
に
よ
る
裁
判
官
一
人

前

任
者
の
残
任
期
と
す
る
。



５
事
務
局
長
、
首
席
書
記
官
及
び
首
席
家
庭
裁
判
所
調
査
官
は
、
常
任
委
員
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る

第
十
六
条
常
任
委
員
会
は
、
三
人
以
上
の
委
員
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

４
委
員
以
外
の
第
二
条
に
規
定
す
る
判
事
及
び
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
判
事
補
は
、
随
時
常
任
委
員
会
に

３
常
任
委
員
会
は
公
開
し
な
い
。

第
十
五
条
常
任
委
員
会
は
、
必
要
に
応
じ
、
委
員
長
が
こ
れ
を
招
集
す
る
。

２
議
事
は
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
の
意
見
に
よ
り
こ
れ
を
決
す
る
。
可
否
同
数
の
と
き
は
委
員
長
が
こ
れ
を

（
常
任
委
員
会
の
定
足
数
等
）

（
常
任
委
員
会
の
招
集
）

出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

決
す
る
。

理
裁
判
官
）
が
こ
れ
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
た
だ
し
、
第
四
号
の
委
員
に
つ
い
て
は
当
該
有
資
格
者
間
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
順
序
に
よ
る
代



こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附 第
十
七
条
常
任
委
員
会
の
議
事
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
に
は
、
会
議
を
開
か
ず
回
議
書
類
に
よ

６
常
任
委
員
会
に
お
い
て
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
第
四
項
及
び
第
五
項
以
外
の
者
の
出
席
を
求
め
て
、
説
明

（
常
任
委
員
会
の
書
面
処
理
）

り
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

れ
を
退
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
常
任
委
員
会
に
お
い
て
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
出
席
を
拒
み
、
又
は
こ

則

岡
山
家
庭
裁

判

所
長
田
中
寿
生



◎
岡
山
家
庭
裁
判
所
規
則
第
二
号

岡
山
家
庭
裁
判
所
裁
判
官
会
議
常
任
委
員
会
規
則
（
平
成
十
五
年
岡
山
家
庭
裁
判
所
規
則
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

岡
山
家
庭
裁
判
所
裁
判
官
会
議
常
任
委
員
会
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

附 岡
山
家
庭
裁
判
所
裁
判
官
会
議
常
任
委
員
会
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

則

岡
山
家
庭
裁

岡
山
家
庭
裁

判

所
長
田
中
寿
生

判

所



一

◎
福
岡
地
方
裁
判
所
規
則
第
一
号

げ
る
事
項
を
処
理
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
常
置
委
員
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
民
事
調
停
委
員
の
任
免
の
上
申
に
関
す
る
事
項

第
十
二
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
会
議
規
則
（
平
成
十
四
年
福
岡
地
方
裁
判
所
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
五
日

福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

二
職
員
の
昇
格

｜
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
任
免
（
併
任
並
び
に
任
期
付
採
用
職
員
、
臨
時
的
任
用
職
員
、
業
務
代
替
職
員
及

く
。
）
並
び
に
懲
戒

び
業
務
補
助
職
員
の
任
用
並
び
に
再
任
用
職
員
の
任
免
を
除
く
。
）
、
補
職
、
勤
務
裁
判
所
及
び
勤
務
検
察
審
査
会
の
指
定
、
分
限
（
休
職
を
除

司
法
行
政
事
務
の
う
ち
、
第
十
条
、
第
士
一
条
及
び
第
十
六
条
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
事
項
に
つ
い
て
は
、
所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲

二
裁
判
所
法
第
三
十
八
条
（
事
務
の
移
転
）
に
定
め
る
事
項

福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
地
方
裁

判

所



／

第
十
六
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
福
岡
地
方
裁
判
所
委
員
会
の
委
員
の
任
免

四
専
門
委
員
の
任
免
の
上
申
に
関
す
る
事
項

こ
の
規
則
は
ｉ
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

五
労
働
審
判
員
の
任
免
の
上
申
に
関
す
る
事
項

’

四
裁
判
官
及
び
職
員
の
休
暇
の
許
否
に
関
す
る
事
項

附

則

ｰ

福
岡
地
方
裁
判
所
長

、

I

平
田

豊

I

＄


